
平成３０年４月２５日

九 州 地 方 整 備 局

熊本河川国道事務所

熊本管内における道路の路面下空洞調査技術の

検討結果について

○九州地方整備局熊本河川国道事務所は、熊本地震が路面に及ぼす

影響を把握するため、平成２８年度に民間会社２社に業務を委託し、

管内の路面下空洞調査を実施しました。

○調査結果を精査したところ、調査区間１ｋｍあたりに発見され

た空洞数が２社に差異があることが確認されたので、当事務所

では、路面下空洞の調査方法や分析手法について、専門家によ

る第三者委員会「熊本管内路面下空洞検証委員会」を設置し検

証しました。

○このたび、検証結果がまとまりましたので公表いたします。

【問合せ先】

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 道路副所長 小 林 秀 典
こばやし ひでのり

道路管理第二課長 諏訪薗 和彦
すわぞの かずひこ

TEL ： 096-382-1111（代表）
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平成３０年４月１２日

熊本管内路面下空洞検証委員会 報告

１ 概 要
国土交通省熊本河川国道事務所は、平成２８年４月の熊本地震に伴い熊本河川国道

事務所が管理する国道において、路面陥没・路面沈下が多数発生したことから、路面下空

洞探査及び地質調査を実施することで、路面陥没・路面沈下と地下埋設物及び液状化等

の地盤変動との関連性を検証し、必要に応じて適切な対策工法の選定等を行うことを目

的に、平成２８年９月１６日に川崎地質株式会社九州支社（以下「川崎地質(株)」という。）と

「平成２８年度熊本管内路面下空洞対策検討業務」（以下、「当該業務」という。）について

契約を締結した。

川崎地質(株)は業務履行に必要な調査及び検討を実施し、車線長145kmを調査し一次

調査による空洞可能性箇所６６箇所、二次調査（詳細調査）により２箇所の空洞を発見した

と、熊本河川国道事務所に報告した。

しかし、当該業務で報告された調査区間１ｋｍあたりに発見された空洞数（0.014箇所／

km）について、同時期に実施された隣接区間における空洞調査業務の結果（0.235箇所／

km）と比較して大きく差異があることが確認された。

また、隣接区間における業務を実施した他の企業（以下、「Ａ社」という。）が、熊本河川

国道事務所の了承を得て自主的に川崎地質(株)の調査区間の一部（車線長73km）におい

て同様の一次調査を実施したところ、新たに５０箇所以上の空洞の存在について指摘がな

された。

これを受けて、平成２９年８月に熊本河川国道事務所は、九州技術事務所が発注する

平成２９年度九州管内路面下空洞調査業務において７箇所で現地検証を実施したところ、

７箇所において空洞と考えられるデータが確認された。

この状況を受けて、熊本河川国道事務所は、路面下空洞の調査及び分析手法等につ

いて、専門家による第三者委員会を設立して技術的検証を進めていくことを目的として「熊

本管内路面下空洞検証委員会」（以下、「検証委員会」という。）を設置し、以下のとおり検

証を実施した。

２ 検証経緯
現地検証① 平成２９年 ８月 ８日（火）、９日（水）

(発注者：九州技術事務所)（調査者：Ａ社）

第１回委員会 平成２９年 ９月２２日（金）

現地検証② 平成２９年１１月 ２日（木）、７日（火）

（調査者：川崎地質（株））

第２回委員会 平成２９年１２月２６日（火）

第３回委員会 平成３０年 ４月１２日（木）
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３ 検証委員
資料－１ 検証委員会名簿 参照

４ 検証結果（問題点・課題の整理）
第１回検証委員会において、空洞の現地検証を７箇所で実施することを決定した。７箇

所は当該業務で川崎地質(株)の一次調査においては空洞の可能性がないと判断された

箇所であったが、発注者側による現地検証の結果、空洞が存在する可能性を指摘された

箇所である。

現地検証の結果、７箇所すべてにおいて空洞が確認されている。この調査結果につい

て川崎地質(株)は第２回検証委員会において、次のように見解を説明している。

［川崎地質（株）の見解骨子］

１）当該業務において報告すべき対象は路面下に存在するすべての空洞ではな

く、あくまでも路面陥没等の発生が危惧され今後道路管理者の対応が必要

と考えられる空洞を対象としており、原則的には一次調査の探査車探査能

力から縦断規模 0.5m ×横断規模 0.5m ×空洞厚 0.1m 以上の規模を有する

空洞（以下、「規定空洞」という。）であると認識している。

２）一次調査のうち探査車により検出された全ての異常信号は２０６箇所であ

ったが社内判定会議を経て二次調査が必要となる空洞の可能性の高い６６

箇所を抽出している。現地検証を実施した７箇所は、２０６箇所には該当

していたが６６箇所には抽出されていない。

３）現地検証（二次調査）を実施した７箇所の評価については、次のとおり。

表－１ 現地検証箇所一覧表 （※表中の結果はすべて川崎地質（株）の見解による）

（出典：川崎地質（株）提出資料を一部修正）
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(1) Ａ
57号下り第三車線

110.517KP
0.80 0.24 無 0.80 0.24 無 0.36 0.28 0.00～0.16 ×

(2) Ｂ
3号上り第二車線

190.689KP
1.40 0.48 無 1.40 0.48 無 0.70 0.75 0.05～0.20 ×

(3) Ｃ
3号下り第一車線

195.425KP
0.80 0.24 無 0.80 0.24 無 0.10 0.40 0.00～0.04 ×

(4) Ｄ
57号下り第三車線

110.631KP
2.00 0.48 無 2.20 0.96 有 2.25 1.55 0.31～0.69 ○

(5) Ｅ
57号下り右折ﾚｰﾝ

112.565KP
1.20 0.24 無 1.20 0.72 有 1.11 0.89 0.055～0.335 ×

(6) Ｆ
3号上り第一車線

186.623KP
0.80 0.48 無 1.00 0.48 無 0.70 1.30 0.44 ×

(7) Ｇ
3号上り第二車線

192.149KP
1.30 0.48 無 1.30 0.72 有 0.89 0.42 0.00～0.25 ×
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４)現地検証を実施した７箇所について、３箇所（Ａ，Ｂ，Ｃ）は一次調査結果

の反応に変化がないため成長性はないものと評価するが、残る４箇所（Ｄ，

Ｅ，Ｆ，Ｇ）については一次調査結果の反応に変化があるため成長性がある

ものと評価している。

５）３）で規定空洞として評価された１箇所（Ｄ）については、４）の拡大成

長した４箇所（Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ）に該当しており、業務期間中の調査以降に

拡大成長したものとしていわゆる見落としではないと判断している。

以上の見解を踏まえ、検証委員会は当該業務の技術的検証を実施し、以下の４つの問

題点・課題を確認した。

１）当該業務の問題点・課題

（１）一次調査における空洞の判定に関する問題点・課題

当該業務は、路面陥没・路面沈下と地下埋設物及び液状化等の地盤変動との関連

性を検証し、検証の結果、危険性の高い空洞に対し必要に応じて適切な対策工法の選

定等を行うことを目的とする。そのため、路面陥没や路面沈下の原因となる空洞を検出

することが重要であり、一次調査の結果を、判定会議に諮り、選定された箇所について

二次調査を実施することとしている。

空洞対策検討業務を実施する企業の技術者の能力や空洞解析実績数により調査・

分析能力にある程度の差異があることは回避できないことであり、業務成果に一定の品

質を確保するためには受注者及び発注者はこのことを十分に踏まえて業務を実施しな

ければならない。

調査車両の調査能力が同等と仮定すれば、空洞調査において最も技術力が問われ

るのが一次調査結果の判定であり、判定方法には現時点では統一的なルールは定め

られていない。川崎地質(株)は「空洞判定実施方針（案）平成２２年３月北陸技術

事務所」を参考に下の４つのステップにて実施している。

［川崎地質（株）の判定方法の骨子］

STEP １）異常信号の抽出 （技術者：４名・個別）

STEP ２）異常信号の４項目評価（技術者：４名・合同）

STEP ３）空洞の可能性評価 （技術者：２名・合同）

STEP ４）社内判定会議 （技術者：７名・合同）

まず STEP １）で一次調査のデータから 100m 毎に探査記録紙を作成する。

次に STEP ２）においては、探査記録紙から異常信号を抽出し（２０６箇所）、

抽出された各異常信号について 4 項目評価（①極性、②反射強度、③独立性、

④形状）を実施する。
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表－２ 異常信号の抽出

さらに、STEP ３）として STEP ２）の４項目評価の結果から空洞の可能性

評価を実施する。この際、２０６箇所のうち過年度抽出されている空洞（４箇

所）は、直ちに二次調査の対象とした。また、４項目のうち「〇」が４個計上

される場合（１４箇所）も直ちに二次調査の対象とした。同様に「〇」が２～

３個計上される場合（１３３箇所）は、同社の社内判定会議を経て二次調査の

対象（４８箇所）と、棄却の対象（８５箇所）に分類した。

さらに、「〇」が１個以下の場合（５５箇所）は直ちに棄却した。これらの

結果、当該業務における二次調査の対象は６６箇所と報告した。

表－３ 空洞の可能性の評価

川崎地質(株)においては、空洞の可能性の高い異常信号について総合的な判断によ

り評価することとしているが、そのうち、いずれか２項目以上に「○」が有る場合のみ判

定を行っており、「○」が１項目以下の場合は可能性は小で棄却している。

ここで、同じく路面下空洞調査の他の業務における空洞の判定手法に着目してみる

と、関東地方整備局においてはすべての異常信号箇所が発注者が参加する空洞判定

会議に報告されており、また、採用されている異常信号抽出基準においては、空洞評価

を行う場合、①極性を空洞判定の最も重要な評価項目とし、「正極性」及び「不明瞭」の

信号箇所はすべて空洞の可能性有り箇所として「一次調査で捉えた信号の判定の仕

方」に則って整理しており、「負極性」の場合は空洞判定会議に報告はされるものの「非

空洞」として整理されている。

一方、当該業務においては、川崎地質（株）の社内判定会議では①極性の項目の有

無にかかわらず４項目を同等に評価しており、上記のとおり過年度抽出された空洞を除

き「○」の個数で判定されている。この結果、①極性が「正極性」にもかかわらず二次調

査対象として抽出されていない箇所が２１箇所存在しており、また、①極性が「不明瞭」

にも関わらず二次調査対象として選定されていない箇所が１０６箇所存在する。つまり、

①極性が「正極性」又は「不明瞭」と評価された１５９箇所のうち二次調査対象として抽

項　目

①極性 〇：正極性 △：不明瞭 ×：負極性

②反射強度 〇：周囲と比較して強い △：周囲と変化なし ×：周囲より弱い

③独立性 〇：あり ×：なし

④形状 〇：双曲線状・くさび形状 ×：左記以外

凡　例



- 5 -

出されたのは３２箇所（約２０％）のみであり、残る１２７箇所（約８０％）は却下されてい

る。

表－４ 極性における判定について

他方、①極性が「負極性」にも関わらず二次調査の対象として選定されている箇所が

３４箇所存在しており、これは二次調査の対象６６箇所のうち約５２％を占めている。そこ

で、発注者より川崎地質(株)に対して以下のとおり質問したところ次のとおり回答があっ

た。

表－５ 川崎地質（株）への質問及び回答（その１）

［川崎地質（株）の回答骨子］

負極性の取り扱いについては、「極性の判断が難しい場合が発生します。そのた

め、負極性の反応も抽出しております。また、当社レーダ装置が深い深度を把握

するため、パワーを強くしている（波形のひずみが大きい）。そのため、極性のみ

では判断できない場合が存在するため、二次調査を実施した。」

川崎地質(株)は、二次調査の対象の抽出に係る①極性の取り扱いについては、

特段の配慮が必要であることを述べている。このことは、当該業務が従来の路面

Ｑ１
負極性は空洞ではない異常信号なので、却下すべきではないか？
（二次調査に進むべきではない）

Ａ１

当社チャープ信号は、パルス圧縮方式を採用しています。この場合、出力波形にサイドロープ
が生じるため、極性の判断が難しい場合が発生します。そのため、負極性の反応も抽出して
おります。（以下省略）

Ｑ２
反応形態３６パターンで×「負極性」としている反応パターン２５，２６は社内判定会議で却下
せずに復活させている。理由は？

Ａ２
当社レーダ装置が深い深度を把握するため、パワーを強くしている（波形のひずみが大き
い）。そのため、極性のみでは判断できない場合が存在するため、二次調査を実施した。

抽出 却下

極性が「○：正極性」 0 4 4 （ 2% ）
極性が「△：不明瞭」 0 47 47 （ 23% ）
極性が「×：負極性」 0 4 4 （ 2% ）

小計 0 55 55 （ 27% ）
極性が「○：正極性」 5 17 22 （ 11% ）
極性が「△：不明瞭」 9 59 68 （ 33% ）
極性が「×：負極性」 34 9 43 （ 21% ）

小計 48 85 133 （ 65% ）
極性が「○：正極性」 14 0 14 （ 7% ）
極性が「△：不明瞭」 0 0 0 （ 0% ）
極性が「×：負極性」 0 0 0 （ 0% ）

小計 14 0 14 （ 7% ）
4 0 4 （ 2% ）

66 140 206 （ 100% ）
(32%) (68%)

極性が「○：正極性」 23 21 44 （ 21% ）
極性が「△：不明瞭」 9 106 115 （ 56% ）
極性が「×：負極性」 34 13 47 （ 23% ）

合　　計

過年度の空洞調査の結果より二次調査対象として抽出

極性の評価 計

「○」が１個のため棄却

「○」が２～３個のため
社内判定会議を経て
二次調査対象を抽出

「○」が４個のためすべて
二次調査対象として抽出
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下空洞調査における探査深度１．５ｍ程度ではなく探査深度３．０ｍ程度という

従来とは異なる条件において調査及び分析を実施するために生じた対応と推察さ

れるが、このために①極性の判断が難しくなるのであれば寧ろ積極的に二次調査

の対象として抽出すべきであったと考えられる。

なお、当該業務の一次調査データを関東地方整備局及び九州地方整備局の選定評

価フロー等で再判定した結果、今回、現地検証を行った７箇所全てが空洞の可能性有

箇所として抽出される。

川崎地質（株）は、北陸地方整備局の”空洞判定実施方針”に基づき実施した結果、

「１５１箇所の異常反応を検出したが、多いと考え社内判定会議にて６６箇所に絞り込ん

だ」と回答している。一方、当検証委員会の委員により、他地方整備局の選定評価フロ

ー等により全ての異常信号を検出した結果、関東地方整備局では１４０箇所、九州地方

整備局では１３０箇所となった。

したがって、一次調査により６６箇所を検出したとする結果はあまりにも少なく、川崎

地質（株）の社内判定会議における抽出課程に問題があると言える。

問題点を具体的に示すと、現地検証箇所のうち検証箇所Ｂ（３号上り第二車線

190.689KP付近）は一次調査の結果、拡大成長反応は認められていないが、二次調査

の結果による空洞規模は縦断規模0.70m、横断規模0.75mといずれも0.5mを上回ってい

る。川崎地質(株)の見解として、当該箇所は縦断規模0.5m以上かつ横断規模0.5m以上

という条件は満たしているが空洞厚0.1m以上が縦断規模で0.5m未満であるため空洞で

はないと評価する箇所である。しかし、当該箇所で空洞厚0.1m以上の縦断規模は

0.485mと推定されており規定空洞の縦断規模との差は0.015mと僅かなものであり、結果

的に0.485m×0.75m×0.10～0.20mの空洞が業務期間中の一次調査の段階から存在し

ていたと考えられる。また、業務期間中の一次調査及び平成２９年度の再調査（H29.10

に川崎地質(株)が現地調査７箇所を自主的に実施した一次調査）の４項目の評価結果

は表－６のとおりである。

表－６ ４項目の評価一覧

つまり、当該箇所は規定空洞に極めて近似する空洞規模を有する空洞でありなが

ら、また、極性は「不明瞭」と評価されているにもかかわらず、川崎地質(株)が実施する

判定では空洞の可能性が有る箇所として抽出されていない。

H28年度（業務期間中） H29年度再調査

①極性 △：不明瞭 △：不明瞭

②反射強度 △：周囲と変化なし △：周囲と変化なし

③独立性 ×：なし ×：なし

④形状 〇：双曲線状・くさび形状 〇：双曲線状・くさび形状

評　価
〇が１個以下のため空洞
の可能性は低いと判断

〇が１個以下のため空洞
の可能性は低いと判断

評　価
項　目
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したがって、探査深度３．０ｍ程度という当該業務の特殊性に十分に配慮した①極性

の取り扱い等より積極的に二次調査の対象を抽出できる空洞の可能性評価を実施する

必要があるにも関わらず具体的に対応できている状況ではなく、当該業務における川崎

地質(株)の判定方法及び社内判定会議が十分な信頼性を有しているとは言えない。

（２）空洞の横断規模の計測に関する問題点・課題

判定基準の一つである空洞サイズについて、川崎地質(株)は0.5m×0.5m×0.1m以上

の規模を有する規定空洞を抽出すべき空洞と認識して形状を評価している。この際、空

洞の縦断方向は連続的にデータを抽出することができるが、横断方向については24cm

間隔で配置された７本のセンサーの反応数により判定されているので、空洞の横断方

向の長さについては24cmを単位量とした数値でしか認識することができない。

例えば１本のセンサーが反応した場合、想定される横断方向の長さXは0cm＜X＜48

cmであり、同様に２本のセンサーが反応した場合は24cm＜X＜72cmとなる。つまりセン

サーが１本反応した場合も場合によっては規定空洞の横断方向長さ50cmに近似する値

をとる可能性があり、また、センサーが２本反応した場合は規定空洞の横断方向の長さ

の約1.5倍に近似する値をとる可能性があり、横断方向の長さについては曖昧さを包含

した測定方法が採用されており測定結果の精度にも一定の限界があることを前提として

考える必要がある。

このような測定方法にもかかわらず、川崎地質(株)においては④形状の横断方向の

長さについては、原則としてセンサーの反応が２本以下の場合は規定空洞の対象として

抽出していないと述べているが、一部その他の項目を勘案して抽出する場合もあり判定

が極めて曖昧である。

したがって、当該業務において川崎地質(株)が採用している判定方法では、路面陥没

や路面沈下の原因となる可能性のある空洞についてはすべて二次調査を実施するとい

う目標を十分に果たしているとは言い難い。

（３）空洞の判定における空洞厚に関する問題点・課題

川崎地質(株)は現地検証の二次調査を実施した７箇所のうち２箇所については縦断

規模と横断規模の両方が規定空洞のサイズ0.5m×0.5mを超えているにもかかわらず空

洞ではないと主張している。その根拠として、２箇所については空洞厚が0.1m以上の区

間の縦断又は横断規模が0.5m以下であることを主張している。

しかしながら、一次調査においては空洞厚を確認することができないにも関わらず、

川崎地質(株)が自社の一次調査結果の判定の妥当性の疎明に空洞厚を用いているこ

とは不適切である。また、検証箇所Ｂは空洞厚0.1m以上の横断規模は0.485mと計測さ

れており規定空洞の横断規模との差は0.015mと僅かなものであり、また、検証箇所Ｅは

空洞厚0.1m以上の横断規模は0.442mと計測されており規定空洞の横断規模との差は

0.058mと僅かなものである。

したがって、両方とも縦断方向及び横断方向が0.5m以上であり４つの評価項目のう

ち、①極性が「不明瞭」であることが確認されているにもかかわらず二次調査の対象箇

所として抽出されていない結果に鑑みると、川崎地質(株)の判定方法が十分な信頼性を

有しているとは言い難い。すなわち、川崎地質(株)の判定方法では、二次調査の対象箇
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所を抽出できないことから不適切であると言わざるを得ない。

（４）路面下空洞調査の業務運用に関する問題点・課題

非破壊試験として実施される路面下空洞調査については、当然一定の限界があるこ

とが前提であり、だからこそ調査を実施する者はできるだけ幅広に空洞のリスクに関す

る情報を抽出する必要があり、特に当該業務においては探査深度３．０ｍ程度と従来と

は異なる条件下で調査及び分析を実施することに鑑みればより積極的に空洞のリスク

について抽出して然るべきである。ただし、一方で発注者である道路管理者は限られた

予算の中で幅広に抽出されたすべてのリスクを一斉に除去することは現実的に困難で

あるから、空洞対策についても一定の限界がある。

この矛盾する状況を少しでも解消するためには、できるだけ幅広に抽出した空洞リス

クに関する情報を発注者と受注者ができるだけ多く共有するとともに、その対応の優先

順位の検討と対応結果のフォローアップを一体的に実施することが重要である。

川崎地質(株)は、第２回検証委員会に提出した「「平成２８年度熊本管内路面下空洞

対策検討業務」異常反応箇所に対する弊社見解」（以下、「見解」という。）の「５．おわり

に」において、「このような拡大成長する空洞は、１回の探査や確認調査で同定すること

は困難である。このため、時系列の既往調査結果を活用した成長度評価を確実に行う

ことが今後必要である。」と記載している。川崎地質(株)が主張するように空洞の拡大成

長が常態的に発生するとするならば、空洞の成長のリスクを管理するためにも当該業務

では空洞と同定しない異常信号箇所についても責任を持って発注者へ報告すべきであ

る。

しかしながら、川崎地質(株)が当該業務期間中に発注者へ報告したのは二次調査対

象として抽出された６６箇所のみであり、その選定プロセスや一次調査における異常信

号箇所２０６箇所（二次調査対象の６６箇所を含む）の存在については、業務終了後、

Ａ社からの指摘を踏まえて発注者からの問い合わせにより初めて提出された。

したがって、社内判定会議のみで二次調査箇所を選定したことは、業務執行上の不

備である。

なお、この観点からも、前記（３）の「空洞の厚さが0.015ｍ足りないことから抽出を棄却

した」との説明は不適切である。

表－７ 川崎地質（株）への質問及び回答（その２）

Ｑ３

Ｈ２８業務の特記仕様書第１９条路面下空洞調査（２）に「測定結果を分析し、全ての異常信
号を検出するものとする。」と明記されていますが、今回提出頂いた２０６箇所が異常信号とい
う認識でしょうか？
また、なぜ、成果では２０６箇所を提示しなかったのでしょうか？

Ａ３

２０６箇所が全ての異常反応と考えていますが、業務では弊社なりに空洞の可能性が高い反
応を判断した上で６６箇所を絞って提示しました。
報告書内に成果として添付してありませんが、判定プロセスに沿った形式で反応を選定した画
像資料は保管してあり、必要に応じて提示することは可能であると共に業務成果品に追加資
料として提出させて頂ければ幸いです。
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２）川崎地質(株)の見解に対する検証委員会の意見

川崎地質(株)の第２回検証委員会における見解では、７箇所のうち検証箇所Ｄ、Ｅ、Ｆ

及びＧの４箇所については拡大反応はあるものの、「平成２８年度熊本管内路面下空洞

対策検討業務」（平成２８年１１月一次調査実施）では、空洞は存在していなかったと判

断する。」と述べている。

この当該箇所は川崎地質(株)の見解に対して、検証委員会では前述した問題点・課

題を踏まえて下記のとおり意見を述べる。

（ア）検証箇所Ａ（国道５７号下り第三車線110.517KP）

検証箇所Ａについて、川崎地質(株)は空洞領域は縦断及び横断長共に0.5m未満と

判断され、一次調査評価の見落としではないものと判断されると主張している。

しかし、当該箇所の①極性については、「不明瞭」という結果を得ており、一次調査

評価においては異常信号箇所として抽出し発注者に報告され、然るべき判断の上で

二次調査の対象か否かを判断すべき箇所であると考えられ、川崎地質(株)が適切に

業務を履行しているとは言えない。

（イ）検証箇所Ｂ（国道３号上り第二車線190.689KP）

検証箇所Ｂについて、川崎地質(株)は空洞領域は縦断及び横断長共に0.5m以上を

確認、しかしながら空洞厚0.1ｍ以上の領域は縦断長0.5m未満と評価し、一次調査評

価の見落としではないものと判断されると主張している。

しかし、Ｐ７（３）空洞の判定における空洞厚に関する問題点・課題で指摘したとお

り、検証箇所Ｂは空洞厚0.1m以上の横断規模は0.485mと計測されており規定空洞の

横断規模との差は0.015mと僅かなものである。

また、当該箇所の①極性については、「不明瞭」という結果を得ており、一次調査評

価においては異常信号箇所として抽出し発注者に報告され、然るべき判断の上で二

次調査の対象か否かを判断すべき箇所であると考えられ、川崎地質(株)が適切に業

務を履行しているとは言えない。

（ウ）検証箇所Ｃ（国道３号下り第一車線195.425KP）

検証箇所Ｃについて、川崎地質(株)は空洞領域は縦断及び横断長共に0.5m未満と

判断され、一次調査評価の見落としではないものと判断されると主張している。

しかし、当該箇所の①極性については、「不明瞭」という結果を得ており、一次調査

評価においては異常信号箇所として抽出し発注者に報告され、然るべき判断の上で

二次調査の対象か否かを判断すべき箇所であると考えられ、川崎地質(株)が適切に

業務を履行しているとは言えない。

（エ）検証箇所Ｄ（国道５７号下り第三車線110.631KP付近）

検証箇所Ｄについて、第２回検証委員会において川崎地質(株)は、空洞反応は下

水道管周辺（直上）に存在しているため土砂吸い出し等による成長性が高いことを主

張している。
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また、当該箇所については熊本河川国道事務所も下水道管の存在を認識してお

り、平成２９年１２月１８日に当該下水管が破損により管内部に漏水が発生している事

を確認し、第２回検証委員会において近接する埋設物（下水道管）の破損等による吸

い出しが原因である可能性が高いと報告している。

上記の状況を総合的に勘案すれば当検証委員会としては、当該箇所においては

下水道管の破損に伴う漏水を要因として短期間に空洞の拡大成長が発生した可能

性を否定できないものと思慮される。

ただし、当該箇所について下水管が破損した時期は不明であり、業務期間中の調

査後に空洞の拡大成長が発生したという川崎地質(株)の主張は、その根拠を十分に

疎明しているとは言えず認められない。さらに、当該箇所の①極性については、「不明

瞭」という結果を得ており、一次調査評価においては異常信号箇所として抽出し発注

者に報告され、然るべき判断の上で二次調査の対象か否かを判断すべき箇所である

と考えられ、川崎地質(株)が適切に業務を履行しているとは言えない。

（オ）検証箇所Ｅ（国道５７号下り右折レーン112.565KP付近）

検証箇所Ｅについて、第２回検証委員会において川崎地質(株)は、調査箇所は横

断水路及び共同溝が周辺に存在しているため、特に横断水路は土砂吸い出し等によ

る空洞の成長性が高いことが予想されると主張している。また、共同溝の上部に水路

が存在しており両者の間の締め固め不良が予想されるとして簡易貫入試験を実施

し、調査の結果空洞下部地盤が緩んでいたため空洞の成長性が高いと主張してい

る。

一方、当該箇所における空洞の拡大成長が発生している状況を示す根拠は何ら報

告されていない。

路面下における空洞の拡大成長の可能性を否定することはできないが、従来の路

面下空洞調査の結果等を踏まえた場合、地下水の影響等の外的な原因・要因がある

場合を除いて短期間に空洞が拡大成長することは蓋然性が低いと考えられることが

委員会としての見解である。川崎地質(株)の主張は、当該箇所における空洞の成長

拡大が発生する可能性を示唆するだけであり、業務中の調査から現地検証までの短

期間に空洞の拡大成長が進行したことを疎明する具体的な根拠が十分に示されてい

ない。

したがって、当該箇所について業務期間中の調査後に空洞の拡大成長が発生した

という川崎地質(株)の主張を認めることはできない。さらに、当該箇所の①極性につ

いては、「不明瞭」という結果を得ており、一次調査評価においては異常信号箇所とし

て抽出し発注者に報告され、然るべき判断の上で二次調査の対象か否かを判断すべ

き箇所であると考えられ、川崎地質(株)が適切に業務を履行しているとは言えない。

（カ）検証箇所Ｆ（国道３号上り第一車線186.623KP付近）

検証箇所Ｆについて、第２回検証委員会において川崎地質(株)は、拡大成長の原

因・要因に関する具体的な説明が無く、一次調査の反応変化はあるものの成長性は

低いと主張している。なお、業務期間中の一次調査結果と現地検証の結果で確認さ

れた空洞寸法に差異が発生しているのは若干の空洞の拡大成長があり、そして一次
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調査においてもハンディ型レーダー探査においても空洞厚が小さくいびつな形の空洞

を検出することが非常に難しくできなかった。開削の結果、規定空洞に該当する厚さ

0.1m以上の領域は縦横断長0.5m未満であり業務内調査と同様に報告すべき空洞に

該当しないと主張している。

一方、第２回検証委員会において、近接する埋設物（NTT管）の締め固め不足によ

る緩みが原因である可能性が考えられると報告されているが、川崎地質（株）からは

当該箇所において空洞の拡大成長が発生している状況を示す根拠は何ら説明されて

いない。

川崎地質(株)は、一次調査やハンディ型レーダー探査において空洞厚が小さくいび

つな形の空洞を検出することは技術的に非常に難しいと主張しているが、一方でＡ社

は当該箇所の空洞の可能性を指摘している。このことは、空洞対策検討業務を実施

する企業により調査・分析能力に差異があることを示しており、業務の発注者はこの

ことを十分踏まえて対応することが重要となる。

川崎地質(株)は成長性は低く陥没の危険性は低いと主張しているが、開削して確

認できた当該空洞と一体的に形成されている空洞厚が小さくいびつな形の領域につ

いては具体的な分析や評価が出されておらず、また、熊本河川国道事務所と十分な

協議を経ていない。

したがって、当該箇所について当該箇所が成長性は低く陥没の危険性は低いとい

う川崎地質(株)の主張を認めることはできない。

（キ）検証箇所Ｇ（国道３号上り第一車線192.149KP付近）

検証箇所Ｇについて、第２回検証委員会において川崎地質(株)は、調査箇所は電

線共同溝が周辺に存在しているため締め固め不良が予想されるが空洞の成長性は

低いと主張している。

一方、当該箇所における空洞の拡大成長が発生している状況を示す根拠は何ら報

告されていない。

路面下における空洞の拡大成長の可能性を否定することはできないが、従来の路

面下空洞調査の結果等を踏まえた場合、地下水の影響等の外的な原因・要因がある

場合を除いて短期間に空洞が拡大成長することは蓋然性が低いと考えられることが

委員会としての見解である。川崎地質(株)の主張は、当該箇所における空洞の成長

拡大が発生する可能性を示唆するだけであり、業務中の調査から現地検証までの短

期間に空洞の拡大成長が進行したことを疎明する具体的な根拠が十分に示されてい

ない。

したがって、当該箇所について業務期間中の調査後に空洞の拡大成長が発生した

という川崎地質(株)の主張を認めることはできない。さらに、当該箇所の①極性につ

いては、「不明瞭」という結果を得ており、一次調査評価においては異常信号箇所とし

て抽出し発注者に報告され、然るべき判断の上で二次調査の対象か否かを判断すべ

き箇所であると考えられ、川崎地質(株)が適切に業務を履行しているとは言えない。

なお、空洞の拡大成長の原因の検証として、第２回検証委員会において熊本河川国

道事務所より降雨及び地震の影響についてはいずれも明確な因果関係を疎明すること
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はできないと報告されている。

また、川崎地質(株)の「路面下空洞が短期間に拡大成長することが定常的に発生す

る」との主張は、下水管等の占用施設の損傷等により突発的に発生するケースを除い

て、現時点では全国でそのような事故報告がないことを踏まえると認められない。

よって、現地検証した７箇所については異常信号として検出し、一次調査結果として

発注者に報告すべきであった。また異常信号箇所７箇所全てを空洞可能性箇所として

抽出すべきであり、その箇所の抽出が出来なかったことは、全ての異常信号を検出する

という業務目的を果たしていないと言える。

５ 問題点・課題に対する提言
上記の問題点・課題に鑑みると、当該業務で調査した全区間について十分な調査結

果であるとは言えない。したがって、本業務は成果として不十分であり、速やかに再調

査を行う必要があると判断する。

再調査の実施にあたっては、当検証委員会の報告及び指摘事項を踏まえて、発注方

法を検討する。ただし、川崎地質(株)が受注した場合、業務内容の検証機能が十分に

発揮されない可能性があるため参加を認めることは不適切と考える。

６ 最後に
路面下空洞調査は、今後の道路の維持管理には重要なことであり、本件の検証結果

を参考として今後関係者が技術の研鑽を積み重ね、技術力の向上が図られることが望

まれる。

以 上
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